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石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
に
お
け
る
特
定
防
災
施
設
等
及
び
防
災
組
織
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
に
お
け
る
特
定
防
災
施
設
等
及
び
防
災
組
織
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
防
災
規
程
）

（
防
災
規
程
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
東
南
海
・
南
海
地
震
防
災
対
策
推
進
地
域
と
し
て
指
定
さ

れ
た
地
域
（
以
下
「
推
進
地
域
」
と
い
う
。
）
に
所
在
す
る
特
定
事

業
所
（
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
設
置
す
る
も
の
を
除

き
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
東
南
海
・
南
海
地
震
（
以
下

「
東
南
海
・
南
海
地
震
」
と
い
う
。
）
に
伴
い
発
生
す
る
津
波
に
係

る
地
震
防
災
対
策
を
講
ず
べ
き
者
と
し
て
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
東
南
海
・
南
海
地
震
防
災
対
策
推
進
基
本
計
画
で
定
め
る
者

が
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
防
災
規
程

に
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

東
南
海
・
南
海
地
震
に
伴
い
発
生
す
る
津
波
か
ら
の
円
滑
な
避

難
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

二

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
防
災
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
こ

と
。
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三

東
南
海
・
南
海
地
震
に
よ
る
被
害
の
発
生
の
防
止
又
は
軽
減
を

図
る
た
め
に
必
要
な
教
育
及
び
広
報
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

６

推
進
地
域
の
指
定
の
際
現
に
当
該
地
域
に
所
在
す
る
特
定
事
業
所

の
防
災
規
程
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
の
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
以
内

に
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

７

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
防
災
規
程
を

５

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
当
該
防
災
規
程
を

定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
、
様
式
第
七
に

定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
、
様
式
第
七
に

よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


